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１ 後期高齢者医療制度 

  平成 20 年４月から、老人保健法による医療制度にかわり、75 歳以上の高齢者を対象とする新たな

医療制度としてスタートしました。 

  後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が保険者となり、被保

険者の資格審査、保険料の賦課や医療給付を行い、市町村では、保険料の徴収や各種申請書・届出の

受付け、保険証（被保険者証）の引渡しなどの窓口業務を行います。 

 ◆対 象 者： ① 75 歳以上の方 

           ② 一定の障がい（下表）のある 65 歳から 74 歳の方 

１ 次に掲げる視覚障がいを有する方 

イ 両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある方

については、矯正視力について測ったものをいう。ロにおいて同じ。）がそれ

ぞれ 0.07 以下 

ロ 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下 

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標による周辺視野

角度の和がそれぞれ 80 度以下かつⅠ／２視標による両眼中心視野角度が 56 度

以下 

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視

野視認点数が 40 点以下 

２ 両耳の聴力損失が 90デシベル以上の方  

３ 平衡機能に著しい障がいを有する方  

４ そしゃくの機能を欠く方  

５ 音声又は言語機能に著しい障がいを有する方  

６ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠く方  

７ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有する方 

８ 一上肢の機能に著しい障がいを有する方  

９ 一上肢のすべての指を欠く方  

10 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する方  

11 両下肢のすべての指を欠く方  

12 一下肢の機能に著しい障がいを有する方  

13 一下肢を足関節以上で欠く方  

14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有する方  

15 前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要と

する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制

限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方  

16 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方（※） 

17 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、

その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方 

       （※）精神障害保健福祉手帳１級又は２級、療育手帳の重度に該当する程度の方 

  ※ ①②ともに生活保護受給者は対象となりません。 

 ◆加入の手続き ：  

   ① 75 歳となる方 

     手続きは不要です。75 歳の誕生日から加入となります。75 歳の誕生日の前日までに新しい

保険証を対象となる方へ送付します。 

   ② 一定の障がいのある 65歳から 74歳の方 

     お住まいの区の区役所保険年金課の窓口で障害認定の申請が必要です。申請により、北海道

後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入となります。 
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 ◆保 険 証： 

   一人ひとりに交付されます。毎年７月 31 日が有効期限となっており、８月１日から新しい保険

証に更新されます。また、住所や負担割合などの記載内容に変更があった場合には、その都度新し

い保険証を送付します。なお、令和６年 12月２日以降、現行の保険証は廃止となり、マイナンバー

カードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」をお持ちの方には「資格情報のお知ら

せ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を送付します。 

   ※令和６年 12 月２日時点で発行済みの保険証は、保険証に記載の有効期限まで利用可能です。 

 ◆令和６年度保険料： 

   負担能力に応じて個人ごとに算定された保険料（最高限度額 80 万円※）を被保険者一人ひとりが

納めることとなります。ただし、世帯主や配偶者の一方にも保険料の支払い義務があります。 

   年度途中で後期高齢者医療制度に加入される方は、保険料が加入した月から月割計算され、被保

険者である期間に相当する保険料額が賦課されることとなります。 

   ※昭和 24 年３月 31 日以前に生まれた方、令和７年３月 31 日以前に障害認定を受け被保険者の

資格を有している方は 73万円が限度額となります。 

  ● 保険料の計算方法 

    保険料は、均等割と所得割を合計した額になります。 

   年間保険料額 (100 円未満切捨)＝①均等割＋②所得割 

①  均等割：52,953 円 

②  所得割：（令和５年中の所得－基礎控除額）×11.79％※ 

※（令和５年中の所得－基礎控除額）が 58万円を超えない場合は 10.92％が適用されます。 

  ● 低所得者世帯の被保険者に対する保険料の軽減 

   ＜均等割の軽減＞ 

被保険者本人、世帯主及び同一世帯内の後期高齢者医療制度の 

被保険者全員の令和５年中の所得の合計が下記の金額以下の世帯 
軽減割合 

43 万円+10 万円×(年金・給与所得者数※-1) ７割 

43 万円+29.5 万円×被保険者数+10 万円×(年金・給与所得者数※-1) ５割 

43 万円+54.5 万円×被保険者数+10 万円×(年金・給与所得者数※-1) ２割 

   ※年金・給与所得者は、世帯主及び被保険者のうち、給与所得又は年金所得を有する方を指しま

す。なお、下線部分は給与年金所得者数が２人以上の場合のみ計算します。 

● 社会保険などの被用者保険の被扶養者であった方への保険料の減額 

    この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置とし

て、所得割がかからず、均等割が５割軽減となります。 

区分 令和６年度 

保険料 

（年額） 

均等割 26,400 円 

所得割 ０円 

   ※ 所得の状況により、均等割の軽減割合が７割に該当することがあります。 

  ● 災害または所得の大幅な減少などの事情で、保険料を納めることが困難なときは、一定の基準

により、保険料が減免になる場合があります。 

 ◆保険料の納付方法： 

   後期高齢者医療制度の保険料は、札幌市の介護保険料が天引きとなっている年金から天引きとな
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ります。 

  ● 年金天引きにならない場合 

    下記の①または②に該当する方は、年金天引きになりません。その場合は、口座振替や納入通

知書で納めていただきます。 

① 年金の年額が 18 万円未満の方 

② 介護保険料と後期高齢者医療保険料の特別徴収額の合計が年金受給額の 1/2 を超える方 

    なお、現在、年金天引きにより保険料を納めている場合でも、所得の修正申告などにより保険

料が変更になった場合、保険料の納付方法が途中で変わることがあります。その場合は、口座振

替や納入通知書で納めていただきます。 

  ● 「後期高齢者医療保険料額決定通知書」の送付について 

    １年間の保険料額のお知らせを毎年６月中旬にお送りしています。１年間の保険料額のほか、

保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されています。 

  ● 口座振替への変更 

    保険料の納付方法を口座振替に変更することができます。ただし、口座振替に変更した後に保

険料の滞納がある場合は、年金天引きに戻ることがあります。 

    口座振替に変更する場合は、お住まいの区の区役所保険年金課で手続きが必要です。口座振替

への変更手続きは随時受け付けておりますが、手続きの時期により、年金天引きを中止して、口

座振替に変更できる時期は異なります。 

    手続きをご希望の方は、お手元に以下のものをご用意いただき、お住まいの区役所保険年金課

収納係までご来庁又はご連絡ください。 

 ・被保険者証又は納入通知書 

 ・預金（貯金）通帳、印鑑（通帳に使用しているもの）又はキャッシュカード（※） 

   ※ 区役所保険年金課では「ペイジー口座振替受付サービス」（金融機関のキャッシュカードが

あれば、その場で口座振替の登録ができるサービス）をご利用いただけます。 

     利用可能な金融機関は次のとおりです（令和６年４月現在）。 

      ・全国の北洋銀行、北海道銀行、ゆうちょ銀行（郵便局）の本支店・出張所 

・北海道内の信用金庫（北海道・室蘭・空知・苫小牧・北門・北空知・日高・渡島・旭川・

稚内・留萌・北星・大地みらい・遠軽）、札幌市農業協同組合の本支店・出張所 

・札幌市内の北海道信用農業協同組合連合会、サツラク農業協同組合の本支店・出張所 

    （注）保険料は税金の控除の対象になります。 

       保険料の納付方法を変更した場合、所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、保険料

を納めた方に適用されます。 

       保険料を「年金天引き」又は「被保険者本人の口座から納付している場合」は、本人の

控除の対象になり、「被保険者以外の方の口座から納付している場合」は、口座振替によっ

て納付した方の控除の対象になります。 

 ◆自己負担の割合： 

   医療機関の窓口での自己負担の割合は、１割、２割（一定以上所得者）または３割（現役並み所

得者）です。前年の収入などをもとに８月から翌年７月までの自己負担割合が判定されます。 

  ● ３割（現役並み所得者） 

    課税所得（住民税上の所得－控除）が 145 万円以上である後期高齢者医療制度の被保険者がい
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る世帯に属する方を「現役並み所得者」といい、原則として自己負担割合が３割となります（た

だし、昭和 20 年１月２日以降生まれの被保険者と、その方と同一世帯の被保険者の方の各人の

所得から基礎控除額を引いた金額の合計額が 210 万円以下の方は除きます）。 

    なお、次の条件を満たす場合は、自己負担割合が１割または２割となります（申請は不要です）。 

   ・同一世帯に被保険者が１人のみの場合で、被保険者本人の収入額が 383 万円未満のとき 

   ・同一世帯に被保険者が１人のみの場合で、同一世帯の 70 歳から 74 歳の方と被保険者本人との

収入の合計額が 520 万円未満のとき 

   ・同一世帯に被保険者が２人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が 520 万円未満のとき 

● ２割（一定以上所得者） 

課税所得（住民税上の所得－控除）が 28 万円以上である後期高齢者医療制度の被保険者がい

る世帯に属する方で、次の条件を満たし、３割（現役並み所得者）に該当しない方を「一定以上

所得者」といい、自己負担割合が２割となります。 

・同一世帯に被保険者が１人のみの場合で、被保険者本人の「年金収入＋その他の合計所得金額

※」が 200 万円以上のとき 

・同一世帯に被保険者が２人以上いる場合で、被保険者の「年金収入＋その他の合計所得金額※」

の合計額が 320 万円以上のとき 

※「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計額のことです。また、給与所得が

ある場合は、給与所得金額から 10万円を控除します。 

● １割 

３割（現役並み所得者）や２割（一定以上所得者）に該当しない方は、自己負担割合が１割と

なります。 

 ◆高額療養費： 

   １か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給さ

れます。対象となる方には、診療月から概ね３～４か月後に申請のお知らせをお送りします。申請

は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振り込まれ

ます。なお、入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象とな

りません。 

   受診時に本来の自己負担限度額を適用させたい場合は、事前にお住まいの区の区役所保険年金課

で「減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、医療機関窓口に提示してください。下表

の負担区分のうち、一般Ⅰ・一般Ⅱ・現役Ⅲに該当する方は申請不要です。 

   窓口負担割合が２割の方は、令和４年10月１日から令和７年９月30日までの間、１か月の外来医

療の窓口負担額について、１割負担のときと比べた負担増加額を3,000円までに抑えられます（入

院の医療費は対象外です）。この措置が適用となる場合は、後日、高額療養費として支給されます。 
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＜１か月の自己負担限度額（※１）＞ 

所得による 

負担区分 
負担割合 

外来のみ 

(個人単位) 

入院のみ 

または外来＋入院 

(世帯単位） 

食事療養 

標準負担額 

（１食） 

現役並み 

所得者 

（※２） 

現役Ⅲ 

３割 

252,600円＋（医療費総額－842,000円）×１％ 

（140,100円）（※８） 

490円 

（280円）（※９） 

現役Ⅱ 
167,400円＋（医療費総額－558,000円）×１％ 

（93,000円）（※８） 

現役Ⅰ 
80,100円＋（医療費総額－267,000円）×１％ 

（44,400円）（※８） 

一般Ⅱ（※３） ２割 
18,000円 

144,000円（※７） 

57,600円 

（44,400円） 

（※８） 
一般Ⅰ（※４） 

１割 

低所得者 

区分Ⅱ 

（※５） 
8,000円（※７） 

24,600円 
230円 

（180円）（※10） 

区分Ⅰ 

（※６） 
15,000円 110円 

※１ 月の途中で75歳を迎えることにより加入する方（障がい認定で加入する方を除く）は、加入した

月の自己負担限度額が１/２に調整されます。 

※２ 上記「自己負担の割合」の現役並み所得者に該当する方で、住民税の課税所得690万円以上の方

と同一世帯にいる被保険者の方は現役Ⅲ、住民税の課税所得380万円以上の方と同一世帯にいる

被保険者の方は現役Ⅱ、住民税の課税所得145万円以上の方と同一世帯にいる被保険者の方は現

役Ⅰとなります。 

※３ 以下、⑴⑵両方の要件に該当する方 

  ⑴ 同一世帯に住民税の課税所得28万円以上145万円未満の被保険者の方がいる。 

  ⑵ 同一世帯内の被保険者全員の「年金収入＋年金以外の合計所得金額（給与所得がある場合は、

給与所得金額から10万円を控除します。）」の合計額が 

   ● 被保険者が１人の場合：200万円以上 

   ● 被保険者が２人以上の場合：320万円以上 

※４ 住民税課税世帯で一般Ⅱ（２割）に該当しない方 

※５ 住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方 

※６ 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が０円（公的年金控除は80万円を適用。給与所得があ

る場合は、給与所得金額から10万円を控除します。）または老齢福祉年金を受給している方 

※７ １年間（８月１日から翌年７月31日まで）のうち１割または２割であった月の外来の自己負担額

の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分を高額療養費（外来年間合算）として申請のあっ

た口座へ支給します。 

※８ 当該療養があった月を含め、過去12か月以内に３回以上限度額に達した場合、４回目から「多数

該当」となり限度額が引き下がります。 

※９ 指定難病の医療受給者証をお持ちの方は、住民税課税世帯でも280円となります。 
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※10 過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申

請をして認定を受けると該当になります。 

 

◆入院した場合の食費・居住費の負担額： 

   療養病床に入院したときは、食事代などの一部（標準負担額）を下表のとおりお支払いいただき

ます。 

 

 ＜食費、居住費の負担額（生活療養標準負担額）＞ 

所得による負担区分 
食費 

（１食） 

居住費 

（１日） 

現役並み所得者 

及び一般 

入院時生活療養（Ⅰ）を算定する保険医療機関 490 円 

370 円 
入院時生活療養（Ⅱ）を算定する保険医療機関 450 円 

住民税 

非課税世帯 

区分Ⅱ 230 円 

区分Ⅰ 
 140 円 

老齢福祉年金受給者 110 円   0 円 

  注）療養病床に入院していて、入院医療の必要性の高い状態（人工呼吸器、静脈栄養が必要な方

や難病の方など）である場合などの食費については、通常の食事療養標準負担額が適用とな

ります。 

 ◆特定疾病の認定を受けている方： 

   厚生労働大臣が定める特定疾病（人工腎臓を実施する慢性腎不全など）の方は、「特定疾病療養

受療証」が交付されます。同一月で同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000

円になります。お住まいの区の区役所保険年金課へ申請が必要です。 

 

 ◆高額介護合算療養費制度： 

   同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が

限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。対象

となる方には、３月～４月頃に申請のお知らせをお送りします。 

  ● ＜自己負担限度額（年額：８月１日～翌年７月31日）＞ 

所得区分 自己負担額の合計の限度額 

現役並み 

所得者 

現役Ⅲ 2,120,000円 

現役Ⅱ 1,410,000円 

現役Ⅰ 670,000円 

一般Ⅱ（２割負担） 
560,000円 

一般Ⅰ（１割負担） 

低所得者 
区分Ⅱ 310,000円 

区分Ⅰ 190,000円 
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２ 健康教育 

  40歳以上を対象とした生活習慣病予防教室などを開催します。 

 ◆実 施 場 所： 各区保健センター、各区区民センター、地区会館等 

 ◆実 施 方 法： 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等を講師として、

健康に関する教室、講演会等を開催 

 ◆受 講 料： 無料 

 ※令和６年度予算： 3,135千円 

 ※令和５年度実績： 1,676回（開催回数）、43,815人（参加人数） 

 ※照 会 先： 各区保健センター（⇒153～154ページ） 

ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3513） 

 

３ 健康診査 

  がん、心臓病、脳卒中などの生活習慣病の予防対策の一環として、これらの疾患の早期発見を図る

とともに、生活習慣病の予防若しくは必要に応じ医療につなげることを目的として、健康診査を実施

します。 

 １ 特定健康診査（愛称：とくとく健診） 

  ◆対 象 者： 札幌市国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の方（年度中に40歳になる

方も含む） 

  ◆実 施 場 所： 実施医療機関、地区会館等 

  ◆診 査 内 容： ①基本健診 身体診察・問診、身体計測（身長・体重・腹囲）、血圧測定、

血液検査（脂質・肝機能・血糖・腎機能）、尿検査（尿糖・尿

蛋白） 

            ②付加健診 血液検査（白血球数）、貧血検査、心電図検査（付加健診は希

望する方のみ基本健診と同時に実施） 

            ③詳細健診 貧血検査、心電図検査、眼底検査（詳細健診は、一定の基準に

該当し、医師が必要と認める場合に実施） 

◆費 用： 以下の表のとおり 

   

 

 

 

 

 

 

               

※年度中に40歳となる方は、基本健診が無料で受診できます。 

  ◆そ の 他： 受診の際には受診券と保険証が必要になります。 

            ※ 受診券は年度当初に健診の対象となる方へ送付いたします。 

  ◇特定保健指導  特定健診の結果、内臓脂肪症候群のリスクがある方には、生活習慣の見直し、

改善を行うことを目的とする特定保健指導を行います。対象となった方には、

改めて詳しいご案内（郵送）をいたします。 

  ※要 綱 等： 「国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査等取扱要領」 

  ※令和６年度予算： 767,838千円 

            （特定健診705,004千円、特定保健指導62,834千円） 

    料 金 

基本健診のみ 基本健診＋付加健診 

課税世帯 非課税世帯 課税世帯 非課税世帯 

実施医療機関 1,200円 無料 1,700円 500円 

住民集団健康診査

（地区会館等） 
600円 無料 1,100円 500円 
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 ２ 後期高齢者健診 

  ◆対 象 者： 市内に居住し後期高齢者医療制度にご加入の方 

  ◆実 施 場 所： 実施医療機関、地区会館等 

  ◆診 査 内 容： ①基本健診 身体診察・問診、身体計測（身長・体重）、血圧測定、血液検

査（脂質・肝機能・血糖・腎機能）、尿検査（尿糖・尿蛋白） 

            ②付加健診 血液検査（白血球数）、貧血検査、心電図検査（付加健診は希

望する方のみ基本健診と同時に実施） 

            ※ 後期高齢者健診には詳細健診はありません。 

  ◆費 用： 以下の表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆そ の 他： 受診の際には受診券と保険証が必要になります。 

            ※ 受診券は年度当初に健診の対象となる方へ送付いたします。 

  ※要 綱 等： 「国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査等取扱要領」 

  ※令和６年度予算： 378,585千円 

 

 ３ 胃がん検診 

  ◆対 象 者： 職場等で胃がん検診を受ける機会のない50歳以上の方。２年に１回（原則受

診日当日に偶数歳の方。ただし、直前の偶数歳時に受診していない奇数歳の

方も受診可能）。 

  ◆実 施 場 所： 胃部エックス線検査：指定医療機関、北海道対がん協会札幌がん検診センター

（バリウム検査）   各区保健センター、地区会館等 

            内視鏡検査：指定医療機関、北海道対がん協会札幌がん検診センター 

  ◆検 診 内 容： 問診、胃部エックス線検査（バリウム検査）または内視鏡検査 

           ※胃部エックス線検査と内視鏡検査はどちらか選択 

  ◆費   用： 胃部エックス線検査：指定医療機関2,200円、対がん協会1,100円 

            内視鏡検査：指定医療機関3,500円、対がん協会3,200円 

            ただし、70歳以上の方、65～69歳の後期高齢者医療制度被保険者、生活保護

世帯又は住民税非課税世帯に属する方、中国残留邦人等の支援給付世帯の方に

ついては、証明書類の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市胃がん検診実施要綱 

  ※令和６年度予算： 196,076千円 

  ※令和５年度実績： 16,753人（受診者数） 

  ※照 会 先： ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3514） 

 

 ４ 大腸がん検診 

  ◆対 象 者： 職場等で大腸がん検診を受ける機会のない40歳以上の方。１年に１回。 

  ◆実 施 場 所： 指定医療機関、北海道対がん協会札幌がん検診センター、各区保健センター、

地区会館等 

  ◆検 診 内 容： 問診、便潜血検査（２日法） 

  ◆費 用： 400円 

    料 金 

基本健診のみ 基本健診+付加健診 

課税世帯 非課税世帯 課税世帯 非課税世帯 

実施医療機関 500円 無料 1,000円 500円 

住民集団健康診査

（地区会館等） 
400円 無料 900円 500円 



Ⅶ 保健医療対策 

－77－ 

            ただし、70歳以上の方、65～69歳の後期高齢者医療制度被保険者、生活保護

世帯又は住民税非課税世帯に属する方、中国残留邦人等の支援給付世帯の方に

ついては、証明書類の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市大腸がん検診実施要綱 

  ※令和６年度予算： 78,168千円 

  ※令和５年度実績： 53,814人（受診者数） 

  ※照 会 先： ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3514） 

 

 ５ 子宮がん検診 

  ◆対 象 者： 職場等で子宮がん検診を受ける機会のない20歳以上の女性（妊婦一般健康診

査での受診を含む）。２年に１回（原則受診日当日に偶数歳の女性。ただし、

直前の偶数歳時に受診していない奇数歳の女性も受診可能）。 

  ◆実 施 場 所： 指定医療機関、北海道対がん協会札幌がん検診センター 

  ◆検 診 内 容： ① 子宮頸部検診（問診・視診・子宮頸部の細胞診・内診） 

            ② 問診等の結果、医師の判断により、①に加え子宮体部の細胞診 

  ◆費 用： ① 頸部のみ： 指定医療機関1,400円、対がん協会1,100円 

          ② 頸部と体部： 指定医療機関2,100円、対がん協会1,700円 

          ただし、70歳以上の方、65～69歳の後期高齢者医療制度被保険者、生活保護

世帯又は住民税非課税世帯に属する方、中国残留邦人等の支援給付世帯の方に

ついては、証明書類の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市子宮がん検診実施要綱 

  ※令和６年度予算： 525,911千円 

  ※令和５年度実績： 84,950人（受診者数） 

  ※照 会 先： ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3514） 

 

 ６ 乳がん検診 

  ◆対 象 者： 職場等で乳がん検診を受ける機会のない40歳以上の女性。２年に１回（原則

受診日当日に偶数歳の女性。ただし直前の偶数歳時に受診していない奇数歳の

女性も受診可能）。また、乳がん検診（マンモグラフィ検査）の受診時に同意

した40歳～49歳の方は、超音波検査も受けられます。 

  ◆実 施 場 所： 指定医療機関、北海道対がん協会札幌がん検診センター 

  ◆検 診 内 容： 問診、乳房エックス線検査（マンモグラフィ検査） 

            ① 40歳以上50歳未満：２方向撮影、（併用可能）超音波検査 

            ② 50歳以上：原則１方向撮影（医師の判断により２方向撮影とする場合も

ある） 

  ◆費 用： ①２方向撮影 指定医療機関1,800円、対がん協会1,300円 

             超音波検査 指定医療機関 800円、対がん協会 800円 

            ②１方向撮影 指定医療機関1,400円、対がん協会1,100円 

            ただし、70歳以上の方、65～69歳の後期高齢者医療制度被保険者、生活保護

世帯又は住民税非課税世帯に属する方、中国残留邦人等の支援給付世帯の方に

ついては、証明書類の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市乳がん検診実施要綱 

  ※令和６年度予算： 274,133千円 

  ※令和５年度実績： 36,935人（受診者数） 

  ※照 会 先： ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3514） 
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 ７ 肺がん検診 

  ◆対 象 者： 職場等で肺がん検診を受ける機会のない40歳以上の方。１年に１回。 

  ◆実 施 場 所： 結核予防会札幌複十字総合健診センター、北海道対がん協会札幌がん検診セ

ンター、各区保健センター、地区会館等 

  ◆検 診 内 容： ① 問診、胸部エックス線検査 

            ② 問診等の結果、一定条件に該当する方は、①に加え喀痰細胞診 

  ◆費 用： ① 無料 

            ② 400円 

            ただし、70歳以上の方、65～69歳の後期高齢者医療制度被保険者、生活保護

世帯又は住民税非課税世帯に属する方、中国残留邦人等の支援給付世帯の方に

ついては、証明書類の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市肺がん検診実施要綱 

  ※令和６年度予算： 32,165千円 

  ※令和５年度実績： 32,774人（受診者数） 

  ※照 会 先： ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3514） 

 

 ８ 歯周疾患検診 

  ◆対 象 者： 職場等で歯科検診を受ける機会のない、受診日当日に40歳、50歳、60歳、70

歳の方 

  ◆実 施 場 所： 指定歯科医療機関 

  ◆検 診 内 容： 問診、口腔内診査 

  ◆費 用： 500円。 

            ただし、70歳の方、生活保護世帯、住民税非課税世帯又は支援給付世帯に属

する方については、証明書類の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市歯周疾患検診実施要網  

  ※令和６年度予算： 37,202千円 

  ※令和５年度実績： 3,317人（受診者数） 

  ※照 会 先： ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3516） 

 

９ 後期高齢者歯科健康診査(平成30年10月開始) 

  ◆対象者： 札幌市にお住まいで北海道後期高齢者医療制度にご加入の方 

  ◆実施場所： 指定歯科医療機関 

  ◆検診内容： 問診、口腔内診査、口腔機能評価 

  ◆費用： 400 円。（ただし、住民税非課税世帯に属する方については、証明書類の提示により費

用が免除されます。） 

  ※要  綱  等： 北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要網  

  ※令和６年度予算： 38,125 千円 

  ※令和５年度実績： 2,427 人（受診者数） 

  ※照  会  先： ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3516） 
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４ 予防接種 

 １ インフルエンザワクチン 

  ◆対 象 者： ① 接種日現在で65歳以上の方 

            ② 接種日現在で60～65歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを持つ方（障害等級１級

相当の方） 

  ◆実 施 場 所： 指定医療機関 

  ◆接 種 期 間： 10月１日～翌年1月31日 

            （上記の期間中でも医療機関によっては実施できない日もあります） 

  ◆費 用： 1,400円。 

            ただし、生活保護世帯、住民税非課税世帯に属する方については、証明書類

の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市定期予防接種事業実施要綱 

  ※令和６年度予算： 863,590千円 

  ※令和５年度実績： 293,607件 

 

 ２ 新型コロナワクチン 

  ◆対 象 者： ① 接種日現在で65歳以上の方 

            ② 接種日現在で60～65歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを持つ方（障害等級１級

相当の方） 

  ◆実 施 場 所： 指定医療機関 

  ◆接 種 期 間： 10月１日～翌年1月31日 

            （上記の期間中でも医療機関によっては実施できない日もあります） 

  ◆費 用： 3,200円 

            ただし、生活保護世帯、住民税非課税世帯に属する方については、証明書類

の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市定期予防接種事業実施要綱 

  ※令和６年度予算： 1,479,790千円 

 

 ３ 肺炎球菌ワクチン 

  ◆対 象 者： ① 接種日現在で65歳の方 

            ② 接種日現在で60～65歳未満の方であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能、

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを持つ方（障害等級１級

相当の方） 

  ◆実 施 場 所： 指定医療機関 

  ◆接 種 期 間： ４月１日～翌年３月31日 

            （上記の期間中でも医療機関によっては実施できない日もあります） 

  ◆費 用： 4,400円。 

            ただし、生活保護世帯、住民税非課税世帯に属する方については、証明書類

の提示により費用が免除されます。 

  ※要 綱 等： 札幌市定期予防接種事業実施要綱 

  ※令和６年度予算： 32,007千円  
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  ※令和５年度実績： 16,949件 

  ※照 会 先： 保健所感染症総合対策課（℡622-5199） 

 

５ 訪問指導 

  加齢や障がい等のため療養している方の家庭を保健師等が訪問し、本人及びその家族に対し必要な

保健指導を行います。 

 ◆対 象 者： 心身の状況、その置かれている環境等に照らして、療養上の保健指導が必要と認め

られる方 

 

 ◆実 施 方 法： 保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士等が対象者の家庭を訪問し、生活習

慣病・介護予防に関する保健指導、家庭における療法方法や介護方法、保健福祉サー

ビスに関する相談などを行います。 

 ◆費 用： 無料 

 ※要 綱 等： 札幌市訪問指導実施要綱 

 ※照 会 先： 居住地の区役所保健福祉部保健福祉課（⇒153～154ページ） 

            障がい保健福祉部障がい者更生相談所（℡641-8852） 

            居住区の保健センター（⇒153～154ページ） 

 

６ 高齢者口腔ケア研修事業 

  医療、介護職員に対し、口腔ケアの重要性を普及啓発するために研修会を行い、要支援・要介護高齢者の

口腔状態の改善・機能の向上を図ります。また、一般高齢者とその家族に対しても講演会を行い、口腔に対

する意識の向上を図ります。 

 ※令和６年度予算： 3,542千円 

 ※令和５年度実績： 医療・介護職員対象 ５回（開催回数）216名（参加者数） 

           一般高齢者とその家族対象 ３回（開催回数）40名（参加人数） 

 ※照 会 先： ウェルネス推進部ウェルネス推進課（℡211-3516） 

 

７ 地域共生医療推進事業 

  誰もが住み慣れた地域で「もれ」や「きれめ」なく、安心して療養できるよう在宅医療提供体制を

整備するための取組の一環として、在宅医療について幅広く理解してもらえるよう市民向け講演会を

実施します。また、長期の療養を必要とする際などに自らの意思で療養方法を選択するための手引き

として活用していただけるよう在宅医療ガイドブックを配布します。 

 

 １ 市民向け講演会 

  ◆日 時： 未定（令和６年度内２回実施予定） 

  ◆場 所： 未定 

  ※令和５年度実績： 市民向け講演会２回（開催回数） 

 第１回 オンライン開催 445 回（視聴回数） 

 第２回 現地開催 97 名（参加数） 

  ※照 会 先： ウェルネス推進部医療政策課（℡211-3517） 
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 ２ 在宅医療ガイドブック 

  ◆内 容： 在宅医療で受けられる医療内容、在宅医療の特徴、相談窓口の紹介など 

  ◆配 布 先： 区役所、まちづくりセンター、地域包括支援センターなど 

  ◆費 用： 無料 

  ※照 会 先： ウェルネス推進部医療政策課（℡211-3517） 
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